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（見直し①）事前の体制整備や感染症発生・まん延時における人材確保等の観点から、
・対象となる措置を平時から感染症発生・まん延時に至るまでの感染症対策全般に拡大
・これに当たって、保健所設置市・特別区からの情報収集権限を創設
・総合調整の相手先として、保健所設置市・特別区、医療機関等に市町村を追加
（見直し②）緊急時における迅速な入院調整を可能するため、感染症発生・まん延時における入院勧告・
措置について、都道府県⇒保健所設置市・特別区への指示権限を創設

都道府県の権限
（都道府県⇒保健所設置市、特別区等）

国（厚生労働大臣）の権限
（国⇒都道府県、保健所設置市、特別区等）

〈現行〉 〈見直し後〉 〈現行〉 〈見直し後〉

総合
調整

平時 — 〇 — —
感染症
発生・
まん延
時

〇 〇 — 〇

指示
平時 — — — —
感染症
発生・
まん延
時

— 〇 〇 〇

権限の強化・創設

見直し①

権限の創設

見直し②

権限の創設

見直し③

※対象措置の拡大等

都

道

府

県



•

•



















３

01

02

1 健康危機管理体制について

２















３

01

02

1 健康危機管理体制について

２













（文部科学省HPより）



(行政) (行政)

（指）６

（指）６（会）５
教育支援課(行)

(行)３

副 所 ⾧教育センター所⾧ 研修課(行)

総務課(行)

総合企画担当

（指）７教職員研修担当

研究調査担当

生徒支援担当

（行）１（指）７





（インターネット調べ）


